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平成２０年第２回玉城町議会定例会会議録(第３号) 

 

１． 招集年月日 平成２０年６月１０日  
２． 招集の場所 玉城町議会議場 
３．  開   会 平成２０年６月１２日 
４．  応 召 議 員      
     １番 小 林 一 則 君   ２番 風 口   尚 君 
     ３番 山 本 静 一 君   ４番 高 木 市 郎 君 
     ５番 鈴 木 加奈子 君   ６番 東 谷 富 雄 君 
     ７番 小 林   豊 君   ８番 中 瀬 信 之 君 
     ９番 山 口 和 宏 君  １０番 奥 川 直 人 君 
    １１番 野 口   繁 君  １２番 川 西 元 行 君 
    １３番 前 川 � 夫 君  １４番 中 野   勇 君 
         
５．不応召議員  な し 
６．出 席 議 員       １４名 
７．欠 席 議 員       な し 
８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 
  町    長       辻 村 修 一 君  副 町 長 坪 井 信 義 君 
  教  育  長 見 並 健 一 君  会計管理者 森 島 千 里 君 
  総 務 課 長 中 郷  徹   君  税務住民課長 松 田 幸 一 君 
  生活福祉課長 林   裕 紀 君  建設産業課長 前 田 浩 三 君 
  農林商工課長 田 畑 良 和 君  上下水道課長 小 林 一 雄 君 
  病院老健事務局長 田間 裕紀 君  教育事務局長 辻    誠  君 
  総務担当課長補佐  田 村  優 君  政策財政担当課長補佐 中村元紀 君    
  教育委員長       松 田 隆 作 君  監 査 委 員      松 田 隆 生 君 
9．職務のため出席した者の職氏名 
  議会事務局長 大 南 友 敬 君  同 書 記 高 井 美 江 君 
  同 書 記  中 川 泰 成 君 
１０．提出議案 
日 程 
第 １．会議録署名議員の指名 
第 ２．議案第４１号 玉城町敬老祝金支給条例の制定について（質疑） 
第 ３．議案第４２号 町税条例の一部改正について（質疑） 
第 ４．議案第４３号 玉城町福祉年金支給条例の一部改正について（質疑） 
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第 ５．議案第４４号 玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

の一部改正について（質疑） 
第 ６．議案第４５号 玉城町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例の一部改正について（質疑） 
第 ７．議案第４６号 玉城町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て（質疑） 
第 ８．議案第４７号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第１号）  
          （質疑） 
第 ９．議案第４８号 平成２０年度玉城町国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号）（質疑） 
第１０．議案第４９号 平成２０年度玉城町病院事業会計補正予算 
          （第 1 号）（質疑） 
 
           (午前９時０分 開会)  
 
○ 議長(小林一則君)只今の出席議員数は１４名で定足数に達しております。 

よって、平成２０年第２回玉城町議会定例会第３日目の会議を開会致しま

す。 
本日の議事日程はお手許に配布のとおりであります。 

 
○ 議長(小林一則君)日程第１．会議録署名議員の指名を行ないます。本日の会

議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、議長において 
１４番 中野 勇君  ２番 風口 尚君 

 の２名を指名致します。 
 
○ 議長(小林一則君) これより、各議案ごとに質疑を行います。それでは、

日程第２．議案第４１号 玉城町敬老祝金支給条例の制定についてを議題

と致します。 
  直ちに質疑を行います。発言を許します。１１番 野口繁君 
○ １１番(野口繁君) この条例の中の第２条で、祝い金は毎年９月にその年

の８月３１日において、年齢が表にあるわけですがこれで、８月３１日に

７５歳で受けたと８０歳の時点で息子の転勤等でよそへいってしまった。

８０歳の時には、８月３１日にはおらなかった９月１日の日に又帰ってき

たという場合には、その人は抜けていくそういう対応はどのようにしてい

くかをお聞きしたいと思います。 
○ 議長(小林一則君) 生活福祉課長 林裕紀君 
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○生活福祉課長(林裕紀君) おっしゃる意味よくわかります。一日違いで支給が

できるかできないかという問題だと思いますが、やはり１日違いを許してし

まうと又２日違い、３日違い等出てきますので、やはり決まりは決まりとい

うことで第２条の規定どおりに８月３１日に玉城町にお住まいの方という事

でやっていきたいと思います。 
○議長（小林一則君）１１番 野口繁君                
○１１番（野口繁君）第５条の条例を定めるもののほか、必要な事項は町長が

別に定めるということで、別に定める要綱があるのかと思いまして、どうい

う要綱を別に定めるのかその要綱についてお聞かせ願いたいと思います。 
○議長(小林一則君)生活福祉課長 林裕紀君 
○生活福祉課長(林裕紀君) 先ほどに、関連をするのですがやはり、住民基本台

帳がなかったとか、なんかの都合でずーと玉城に住んで見えてそんなことが

あればそういうことを想定して、また町長と相談してやっていきたいという

意味で含みを持たしているという意味もございます。 
○議長（小林一則君）１１番 野口繁君               
○（野口繁君）今現在のところまだ決めていないということですか、 
○議長（小林一則君）３番 山本静一君              
○３番（山本静一君）この目的に、もって高齢者の福祉の増進を寄与するとな

っておりますが、福祉も医療福祉とか、児童福祉とかいろいろあると思いま

すが、ここでは広く社会福祉ととらえていいかと思います。そうしますと普

通社会福祉といいますと、本によりますと読んでみますと身体保護を必要と

する児童、母子家庭、高齢者、身体障害者など、社会的障害を持つ人々に対

する援助育成、更生を図ろうとする社会的努力を組織的におこなうとなって

おりますので、この点の目的は私の考える普通に考えるのと相違があるので

はないかと思いますが、その点どうでしょうか。  
○議長（小林一則君）生活福祉課長 林裕紀君 
○生活福祉課長（林裕紀君）これにつきましては、敬老という事で高齢者の方

を対象にさせて頂いておりますし又、このほかに身体障害者の方につきまし

ては別に福祉年金というものを条例で制定しております。又母子家庭の方に

もそれぞれの福祉施策の中で形は違いますけれども、よく似たことで支給を

させて頂いているという事でございます。 
○議長（小林一則君）３番 山本静一君  
○３番（山本静一君）この場合は、健康な方もそれぞれ支給されるわけですね。

先程、課長福祉の関係でおっしゃられましたけれども福祉年金は、年額４千

円そういうふうになっていると思いますが、だから本当に助けを必要とする

自分一人ではなかなか生活が困難という人に年額４千円、元気な方にもこう
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いうふうな高齢者に１万円、２万円というんですがその点福祉の意味での対

象の関係がどうもずれがあるように思いますが、他の条例と在宅介護など低

いと思いますが、それらの整合性をどのように考えているのですか。 
○議長（小林一則君）生活福祉課長 林裕紀君 
○生活福祉課長（林裕紀君）今までこの敬老祝い金につきましては、条例の名

の通り敬老年金という形で、同じような形で支給をしておったのが確かでご

ざいますが、今回はあくまでも節目節目でお祝いをお渡しするという意味で

こういった一線、福祉の増進ということでは目的は書いてございますが、長

寿を祝福するという意味で又別のものとして今回考えたという事でございま

す。 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 

○５番（鈴木加奈子さん）以前はずーと年に１回この今回のように敬老、お年

寄りを敬う御祝金として３千円で発足した。それが千円だけ上乗せされて４

千円となって全ての方に支給されておりました。ところが差別的な扱いをさ

れて税金を納入して見える方にはお祝いをしないという異常な事態が発生い

たしまして私、ずーと問題にしてきた所でありますが、この度は所得制限を

設けないという事でお祝いをする。しかもはっと思いましたのは後期高齢者

医療という事で、小泉さんの進めてまいりました。そして２年前に国会では

数の力でほんとうに国民の知らない間にお医者さんでも気がつかない間に、

あの悪名高い後期高齢者医療というのが制定されたわけですが、これが７５

歳以上の方を本当に医療保険の面で差別的な扱いをするというものでした。

ところが玉城町では７５歳になったらお祝いをするというそういう事で今回

提案をして頂いたこのことで少しでも気持ちが安らぐのではないかと、私は

このように思っています。そして長生きをして頂くということは大事なこと

でございますので、それにはやはり保健・福祉の面で向上していただくとい

うことが大事だと思っています。これに対する具体的なものというのは又後

一般会計の中で、お伺いをしたいと思いますが、さてこの場合もし仮に特別

養護老人ホーム等に入りますと住所を変えたり、又グループホームに入居の

場合には玉城町の住民でございましてもその入ることによって住所を変える

という事態が起こっているかと思っておりますが、今住所を変えなくていい

ようになっているのでしょうか。それであれば変えずに住むのですがもし仮

にそれを変えたような場合には、この扱いはどうなるのでしょうか。お伺い

をしたいと思います。 

○議長（小林一則君）生活福祉課長 林裕紀君 
○生活福祉課長（林裕紀君）その点につきましては、住所地特例とかいろんな

介護はいろんな制度があり住所を移さなくてもいいというところもあり移さ
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れる方も見えると思いますので、その場合には先ほど申し上げました第５条 
につきまして又、町長と相談しながら支給を考えていきたいとこのように考え

ております 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）考えるということは、除外されるということもある

ということなんでしょうか。そう言うことであればそういったときにその本

人さん或は、家族に方に言っていただけるようにお願いしたいと思います。

広報でされましても所謂、役所言葉で書かれてあったりしまして分かりにく

い言葉が多うございます。その点で教育委員会にも私、修学援助の関係でお

願いをしたりよそにいい例文がございますとご提示させてもらったりするの

ですけれども、除外されることもあるかもしれないとこういう事でございま

すか。 

○議長（小林一則君）生活福祉課長 林裕紀君 
○生活福祉課長（林裕紀君）先ほども申し上げておりますように今までずーと

玉城におすまいになっていて、いろんな事情で施設へ入られたということが

ありますから、又他の町から玉城に入られてそれで住所を設けられるという

こともありますしその辺は、考え方には勿論この条例は玉城町にずーとお住

まいになって、それでその方に長寿のお祝いをするというのが目的ですから、

その目的に合致すると考えれば、又先ほどご答弁しましたとおり５条の通り

町長と相談させて頂いて支給に向けて考えていきたいと、このようなことで

お願いしたいと思います。 
○議長（小林一則君）３番 山本静一君  

○３番（山本静一君）三重自治研究センターのかわら版で、三重県の南勢の老

人の人口が今、約３割だと極めて近い将来に４割になるという報告をしてお

ります。今現在の４千 890 万の予算でございますが、また後から出てくる算

出基礎をお願いしたい。そうしますと５年１０年後はどういうふうなシミュ

レーションをされたのか。その点をお聞きしたい。 

○議長（小林一則君）生活福祉課長 林裕紀君 
○生活福祉課長（林裕紀君）確かに５歳刻みという事ですから、今の玉城町の

人口の１歳刻みのデーターがありますので、そのデーターを見れば来年はい

くらになるのか、再来年はいくらになるのか、勿論ご不幸な方もお見えにな

るかと思いますけれども、転入されてくる方は非常に少ないと考えておりま

す。従いまして年齢構成をずーと見ていくとやはり伸びていくというような

シミュレーションは感じ取れますけれども、来年はいくら上がるかというよ

うな今手元に資料を持っておりませんけれども、来年はいくらかというのは

立てることはできますし再来年はいくらになるかということは立てることは
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できます。ただそれは増加傾向にあるという高齢者の要因が含んでおるため

に増加をしていくシミュレーションを立てています。今山本議員のご質問の

とこで敬老扶助費を４千８９０万と言われましたが４８９万円ということで

す。 
○議長（小林一則君）１０番 奥川直人君  

○１０番（奥川直人君）私も教育民生常任委員会の中で、この話を聞いてまい

りました。そこで当初敬老年金から当初予算を含む段階で金額は別にしまし

て当初予算を決めたとそれで、今回最終６段階に分けて支給をしていくとい

う中で、その当初予算の目的というかその辺の主旨が、私もうっかりしてま

して、常任委員会の中で充分ちょっと聞き取れなかったのです。それからこ

れに変わった経過なり、目的を少し教えて頂きたい。このように思います。 

○議長（小林一則君）生活福祉課長 林裕紀君 
○生活福祉課長（林裕紀君）先ず、主旨は当初からずれてないと思っています。

先ず当初からも節目節目に払うという事で、昨年までは一応課税非課税とい

う枠がまずあったということ。これをまず撤廃したいということが１点でし

た。それと毎年同じ方に年金という格好でお配りするより節目節目の御祝金

という格好で名前を変えていこうかという事で今回当初からの案で進んでま

いりました。ただ当初とかわったところは、その節目に７７・８８・１００

という３つの区切りでスタートをしたのですが、それで当初予算は国保の方

へ上程させて頂きました。そのときに副町長のほうからの提案説明のござい

ました通りこれは６月のほうで、又再度見直しをさせて頂きたいという事で

あったと思います。そのことを受けて今回６月に改めて条例とともに補正予

算を提出させていただいたということでございます。 
○議長（小林一則君）他に質疑ございませんか。 
       （「議事進行」の声） 
質疑なしと認めます。これを以って本案に対する質疑を終結致します。 

 
○議長（小林一則君）次に、日程第３．議案第４２号町税条例の一部改正につ

いてを議題と致します。 
直ちに質疑を行います。発言を許します。 

         （議事進行」の声） 
質疑なしと認めます。 

 以上で、本案に対する質疑を終結致します。 
 
○ 議長(小林一則君)次に、日程第４．議案第４３号 玉城町福祉年金支給条例

の一部改正についてを議題と致します。 
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直ちに質疑を行います。発言を許します。 
         （議事進行」の声） 

質疑なしと認めます。 
 以上で、本案に対する質疑を終結致します。 

 
○ 議長(小林一則君)次に、日程第５．議案第４４号 玉城町放課後児童クラブ

の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題と致します。 
直ちに質疑を行います。発言を許します。 

（「議事進行」の声） 
 質疑なしと認めます。 
 以上で、本案に対する質疑を終結致します。 
 

○議長（小林一則君）次に、日程第６．議案第４５号 玉城町非常勤消防団員

に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを議題と致します。 
  直ちに質疑を行います。発言を許します。 
        「議事進行」の声）          
 質疑なしと認めます。 
 以上で、本案に対する質疑を終結致します。 

 
○議長（小林一則君）次に、日程第７．議案第４６号 玉城町消防団員等公務

災害補償条例の一部改正についてを議題と致します。 
  直ちに質疑を行います。発言を許します。 
        （「議事進行」の声）          
 質疑なしと認めます。 
 以上で、本案に対する質疑を終結致します。 
 
○ 議長（小林一則君）次に、日程第８．議案第４７号 平成２０年度玉城町

一般会計補正予算（第１号）乃至日程第１０．議案第４９号 平成２０年

度玉城町病院事業会計補正予算（第１号）を一括議題としてこれより質疑

を行いますが、今期定例会の日程案の通り後日予算決算常任委員会におい

て詳細な審議を頂く事としておりますのでここでの質疑は、町長の提案理

由の範囲を対象に行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 
         （『異議なし』の声） 
   ご異議なしと認めます。よって質疑は一括上程されました議案第 47 号乃    

至議案第４９号についての町長の提案理由の説明の範囲を対象に行います。 
発言を許します。５番 鈴木加奈子さん      
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○５番（鈴木加奈子さん）町長の提案説明の中に、有田児童クラブ建設工事費

アスベスト含有検査のほか、というふうにご説明があったのでございますが

このアスベスト関係におきましては、規定が変わって他のものが加わったの

でという事ですが、その内容については耳で聴かせてもらいましても物品名

というのはなかなか聞き取れないと思いますので、その基準の変わった所と

いうのは、明日の委員会でお渡しを頂きましてお示しを頂きたいとこのよう

に思いますので、先ずは、議長にその手配をお願いしたいと思います。そし

て、本日ここにおきましてお伺いしたかったのは、このアスベストに関わり

まして、すでに各自治体において小中学校の食器乾燥機の中に使われており

ますアスベストを心配しもうとっくに入れ替えをしております新たなものに

取替えております。ところが玉城町では７基だったかと思っておりますがそ

の中のたった１基だけを取り替えただけで、後のものは取り替えられていな

い。50 万未満の金額でできるものでありますし、大勢の子どもに命に直接か

かわることでございます。ところがそれがもし洩れ出していても早速に明日

お腹が痛くなるとか、今晩お腹が痛くなるとかといったそういう症状が出な

い非常に怖い形で後に症状が出る命を脅かすというものでございます。私は、

これまで一般質問でも何回もこの点を申し上げてきた所でありますが、町長

は先ほど敬老を祝いする、お年寄りを敬いお祝いをするという事で、大変い

いお話を聞かしてもらってきたのでございますが、子供のことはどうなんや

と、いうことを非常に心配しております。どちらも重んじてやっていただき

たい。このように思って質問してきたわけでありますが、このアスベストに

関わって教育委員会も力を注いでいると思いますが、この点食器乾燥機これ

は早く取替えをする。単年度でできることではありませんか。そんな大きな

金額ではないわけですから、いくらになってしまうのでちょっと無理なんで

すわ、5 千万ぐらいかかるんですわ、こういうんですと私たちも考えならんか

と思いますが、でも健康の問題でしたらそれでもせんならん。ところが 500
万かからないような事ではないかと思っております。お伺い致します。 

○議長（小林一則君）町長 辻村修一君                 
○町長（辻村修一君）以前にもお答え申し上げましたように、現在、密閉され

た状態でございまして全くその害を及ぼすというふうなことではございませ

んけれども、これも年次計画をもって早い時期に取替えをしていきたい。と

思っております。以前から申し上げている通りでございます。             
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん                 
○５番（鈴木加奈子さん）他の自治体では子供の健康を案じて、早速全部取替

えたもう何年も前に、ところがまだ、ようやく１基取り替えただけというそ

ういう行政の在り方について私は、非常に問題があると思っておりますけれ
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どもそんなに何故、固ずなに子どもの安全の問題についてを皆さんは心配し

ているのに、町長たちがそんなにのほほんとしているのですか見た目に毒殺

されるあの劇場のような状態が起こらなかったら貴方は、これで安心やとそ

んなふうに思っているのでしたら、これは非常に問題があると思っています。

教育委員会もこういう町長さんを相手にするのは非常に大変かと思いますけ

れども、住民の皆さんも案じておられます。力を尽くしてもらいたいという

ことを申し添えましてこの件については終わります。今年からスタートした

特定健診の受信率向上のために諸支出金において玉城病院の内視鏡の購入に

繰り出しを致しますという事でお話を伺いました。後期高齢者医療が創設さ

れましても引き続いて人間ドッグを行うという、県内のお話しですが市もあ

りますし脳ドックを行うというお話しも届いております。玉城町においては

この後期高齢者医療が発足する以前からもうすでに、75 歳以上の方の人間ド

ックは中止をしておりますが、私は、せめて脳ドックはやっていくというこ

とは大事かなと思っているのですが、この点につきまして折角の玉城町の直

営の病院でございます。この病院を充分に活用するという意味からもぜひこ

の脳ドックは 75 歳以上になっても導入する又、公費による支援もするこうい

った取り組みでやってもらいたいと思っておりますし、それから又高貴高齢

者になりました場合に健康診断、正式な名称は忘れましたが、その健康診断

に当たりましては、個人が 500 円ということになっているようですが、これ

を自治体が負担して高齢者の負担はゼロすると、負担はとらないという方向

が打ち出されてきています。それといいますのもこの後期高齢者医療の発足

によりまして保険料は高くなるわ、医療の制限は受けるという事で非常に問

題が多い、それを少しでも補おうというこういう動きからかなと、このよう

に思っています。そういったことから病院にも一般会計から繰り出しをし健

康を増進するという目的でなされるわけですが、この際は、胃カメラについ

ての支出ですがこれまでも MRI、その他一般会計から繰り出してやってきて

いることでございます。町長今後の施策についてお伺いしておきたいと思い

ます。                
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君                   
○町長（辻村修一君）今後の施策についてのお尋ねでございますが、提案説明

の中でも病院・老健の事務長から説明申し上げましたようにずーと最近の状

況を眺めてみますとこの医療機器の充実をしておりまして、それの利用によ

るところの受診率が非常に高くなってきておるといういい状況がございます

ので、努めて今後におきましてもご理解を頂きながら病院の内容の充実に努

めてまいりたいと思っておりまして、できるだけ多くの皆さん方そして又、

特に特定健診保健指導が始まりましたから、この時点で玉城町の状況がどう
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いう内容になっているのかと、いろんな皆さん方の分析をしながらより効果

的なものを検討していかなければいけないと思っておりますのでよろしくお

願いを申し上げます。 
○議長（小林一則君）ほかに質疑ございませんか。                 
          （「議事進行」の声）          
 質疑なしと認めます。これを以て、一括上程されました議案第４７号乃至

議案第４９号本案に対する質疑を終結致します。 
 暫時休憩いたします。 
         （付託表配布） 

○議長（小林一則君）再開いたします。お諮り致します。本日質疑を終了いた

しました議案第４７号平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第 1 号）乃至

議案第４９号平成２０年度玉城町病院事業会計補正予算（第 1 号）の各議案

につきましては、お手許に配布いたしました付託表の通り予算決算常任委員

会に審査付託を致したいと思います。これにご異議ございませんか。 
          （『異議なしの』声） 
 ご異議なしと認めます。よって議案第４７号乃至議案第４９号については議

案付託表の通り予算決算常任委員会に付託することに決しました。 
 只今、予算決算常任委員会に付託されました議案審査をお願いいたしたいと

思います。日程につきまして事務局長から報告致させます。 
事務局長 大南友敬君 

○事務局長（大南友敬君）予算決算常任委員会審査の日程を報告致します。来

る 6 月 16 日月曜日、午前 9 時より第 4 会議室において委員会を開催いたしま

すので定刻までにご参集をお願い致します。以上でございます。 
○議長（小林一則君）只今事務局長の報告の通り、予算決算常任委員会審査を

お願い致します。 
  以上で本日の日程は全て終了いたしました。お諮り致します。議案精査の

ため明日 13 日から 16 日までの 4 日間休会と致したいと思います。これにご

異議ありませんか。 
           （『異議なし』声） 
  ご異議なしと認めます。よって 6 月 13 日から 16 日までの 4 日間休会とす

ることに決しました。 
来る 6 月１７日は午前９時より本会議を再開し、委員長報告、各議案の討論

採決を行ないますから、定刻までにご参集願います。 
  本日は、これを以って散会致します。 
 

（午前９時３８分  散会） 



 11 

 
地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
 
 
     平成  年  月  日 
 
 
         玉城町議会議長 
 
 
 
         玉城町議会議員 
 
 
 
         玉城町議会議員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


